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１. 業 務 報 告 書 

 
（１）事 業 概 況 

 

   事 業 方 針 

 

当協会では、これまでも「顔の見える協会」を全ての行動の基本として、中 

小企業・小規模事業者に寄り添い、信用保証を通じたきめ細かな経営支援サー 

ビスの提供に努めてきた。平成２９年度においては、こうした取組みをさらに 

深化させ、県内中小企業が抱える課題やニーズに耳を傾け、創業から事業再生 

までそれぞれの企業のライフステージに応じ、共に考え行動する協会を目指し、 

次の事項を重点項目として業務運営に努めることとした。 

① 金融支援と本業支援とが一体となった経営支援の実施 

② ＩＣＴの活用促進などに向けた相談機能の強化 

③ 創業・事業承継・第二創業など地域資源を活用した事業創出支援の拡充 

④ 経営改善や事業再生支援に向けた取組みの強化 

⑤ 関係機関との連携強化による金融仲介・調整機能の強化 

 

（保証業務） 

 中小企業者の目線に立って支援ニーズや資金需要の掘り起しに努め、保証制 

度の充実や有益情報の提供に注力し、保証利用の機会創出や利便性向上を通じ 

た裾野拡大を図った。 

  また、産業・雇用の担い手となる創業や新分野などに挑戦する第二創業、事 

業承継への取組を強化した。 

（経営支援及び期中管理業務） 

  個社支援の必要性や方向性について申込事前相談の段階から金融機関との間 

で情報共有し、相互に連携しながら本業支援を実施する金融支援と本業支援が 

一体となった経営支援の取組みを推進した。 

  また、中小企業支援ネットワーク等関係支援機関との協働や専門家派遣によ 

る本業支援、商談会・ビジネスフェアへの出展・視察支援も積極的に実施した。 

（回収業務） 

要代位弁済先の調査および管理を強化するとともに、担保物件調査による担 

 保処分の促進、サービサーの積極活用、保証人免除を伴う不定期回収の促進等 

を実施し回収の最大化に努めた。 

  これら金融支援、経営支援を効果的に実現していくため、職員の能力(企業を 
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「診る」目利き能力・相談応需・外部経営支援機関とのコーディネート力)をいっ 

そう高め、高い専門性とスキルを持った職員の育成に組織を挙げて取り組んだ。 

 経 済 情 勢 

県内経済は、消費・生産とも緩やかに持ち直しつつあり、また、雇用情勢も 
有効求人倍率が引き続き上昇しているなど、全体としては緩やかな回復傾向が 
続いた。 

  また、東京商工リサーチ「秋田県企業倒産状況」による平成２９年度の企業 
 倒産は、件数５５件（前年度６０件）、負債総額１０４億２９百万円（前年度 
 ９１億６百万円）で、平成年代に入ってから６番目に少ない負債総額となった。 
 
業     績 

このような経済情勢の中で、平成２９年度の事業概況は次のとおりであった。 

 １）保証承諾及び保証債務残高の状況 
  保証業務については、金融機関との提携保証等が伸長した反面、低金利のプ 
 ロパー資金へのシフトが進むなどしたことから、保証承諾、保証残高ともに計 
 画額を下回った。 

保証承諾は、８，１０９件、７４１億７９百万円で、前年に比べ件数で１５３ 
 件（△１．９％）減少したが、金額では５億４０百万円（０．７％）増加した。 

また、保証残高は、２７，６５２件、２，００３億７０百万円となり、前年 
に比べ件数で６１７件（△２．２％）、金額で１２７億３１百万円（△６．０％） 
減少した。 
なお、重要課題として取り組んでいる「保証利用企業者数の拡大」について 

は、１３，５５１企業と前年に比べ企業者数で７７企業減少した。 
２）延滞保証債務残高及び代位弁済の状況 
 期末所定期限経過保証債務残高（期限経過９０日超）は、２件、３２百万円 
で、前年に比べ件数は同数であるが、金額では１百万円（△３．１％）減少し 
た。 
 また、代位弁済（元利）は、４１９件、３３億１４百万円となり、前年に比 
べ件数は１８件（４．５％）増加したが、金額では２億８９百万円（△８．０ 
％）減少した。 
 期末の代位弁済請求残高は、２６件、１億１９百万円となり、前年に比べ件数 
で３件（△１０．３％）、金額で８０百万円（△４０．２％）それぞれ減少した。 

なお、保証債務平均残高に対する代位弁済率は、１．６２％となり、前年に 
比べ０．０２ポイント減少した。 
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３）求償権回収の状況 
 求償権元金の回収額は、５５件、６億６６百万円となり、前年に比べ件数で８ 
件（△１２．７％）、金額で２億４８百万円（△２７．２％）それぞれ減少した。 
 また、損害金回収については３７百万円で、前年に比べ２百万円（△４．９％） 
減少した。 
 この結果、元金・損害金の回収総額は、７億３百万円となり、前年に比べ 
２億５０百万円（△２６．２％）の減少となった。 

  
 事 業 の展 望 

当協会では、今後の６年間を見据え、「地域とつながる保証協会」を経営ビジ 

ョンとした新たな長期計画を策定するとともに、ビジョンの達成に向け、中期事 

業計画において前期３年間に重点的に取組むテーマとして、次の３つを定めた。 

○ 力強い金融支援の実施による保証利用の推進 

○ 経営改善や事業再生に関する取組の推進 

○ 関係機関との連携強化・協働による経営支援の充実 

平成３０年度においては、これらの重点事項に対応する次の３つの項目に注力 

しながら、活力に満ちた協会組織の構築に向け、役職員一人一人が高い目的意識 

を共有し、力を合わせてビジョンの実現に取り組む。 

➣ 力強い金融支援の実施 

➣ 返済条件緩和先や創業者等への支援強化 

➣ つながりを活かした経営支援の実施 

  

                 平成３０年度事業計画主要数値 

保証承諾              ７４０億円 

保証債務残高          １，８９８億円 

       保証債務平均残高        １，９２７億円 

       代位弁済               ３８億円 

       求償権回収              ７.５億円 
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(２)　 庶務事項

平成29年 4 月 1 日 ○ 人事異動実施

○ 理事の任命

　理事就任 小林憲一、三浦廣巳、工藤千里、田中一博

伊藤登志雄、伊東冨男、奥田峰利、北林貞男

斉藤永吉、佐々木哲男、藤澤正義、穂積 志

湊屋隆夫、村岡淑郎

　 4 月 3 日 ○ 第１回理事会

議案第１号 会長、副会長及び常務理事の互選について

議案第２号 役員の常勤について

議案第３号 常勤役員の報酬について

4 月 14 日 ○ 第１回コンプライアンス委員会

4 月 17 日 ○ 理事就任　水澤　聡

4 月 19 日 ○ 平成２９年度経営計画書主務省等提出

○ 第１回ハラスメント統括部署会議

○ 第１回コンプライアンス担当者会議

4 月 21 日 ○ 第２回コンプライアンス委員会

4 月 25 日 ○ 平成２８年度決算速報主務省等提出

5 月 11 日 ○ 平成２８年度決算監査会、第１回監事会

○ 第３回コンプライアンス委員会

5 月 22 日 ○ 第２回理事会

議案第１号　平成２８年度事業報告及び決算承認について

5 月 26 日 ○ 平成２８年度事業報告書主務省等提出

○ 資産総額変更登記　　（資産の総額21,612,074,370円）

6 月 16 日 ○ 第４回コンプライアンス委員会

6 月 26 日 ○ 関連会社（保証協会債権回収株式会社、保証協会コンピュータ

サービス株式会社）の状況報告提出

6 月 30 日 ○ 理事（会長）退任　　小林憲一

7 月 1 日 ○ 理事就任　関根浩一

7 月 3 日 ○ 第３回理事会

議案第１号　会長の互選について

議案第２号　会長の常勤について

議案第３号　会長の報酬について

7 月 10 日 ○ 外部評価委員会

8 月 3 日 ○ 第５回コンプライアンス委員会

8 月 9 日 ○ 業務方法書の一部変更認可（指令産政－８０７）

保証の金額の最高限度に関する事項

業務の執行及び会計に関する事項

8 月 17 日 ○ 第２回監事会

8 月 31 日 ○ 第６回コンプライアンス委員会

年　月　日 記 事
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9 月 6 日 ○ 第７回コンプライアンス委員会

10 月 18 日 ○ 第８回コンプライアンス委員会

11 月 1 日 ○ 第９回コンプライアンス委員会

11 月 6 日 ○ 第３回監事会

12 月 15 日 ○ 第４回理事会（書面）

議案第１号　給与規程における給与表の改正の件

議案第２号　定款の一部変更の件

議案第３号　業務方法書の一部変更の件

平成30年 1 月 16 日 ○ 業務方法書の一部変更認可（指令産政－１５０９）

保証の金額の最高限度に関する事項

協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項

中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に

関する事項

2 月 6 日 ○ 第４回監事会

3 月 8 日 ○ 定款の一部変更認可（金監第５９８号）

「業務」の関係規定の変更

「協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項」の追加

3 月 12 日 ○ 第１０回コンプライアンス委員会

3 月 22 日 ○ 第５回理事会

議案第１号　長期経営計画（案）について

議案第２号　中期事業計画（案）について

議案第３号　平成３０年度経営計画（案）について

議案第４号　平成３０年度収支予算（案）について

議案第５号　従たる事務所の業務に関する代理人選任について

3 月 23 日 ○ 第２回コンプライアンス担当者会議

3 月 26 日 ○ 第２回ハラスメント統括部署会議

3 月 31 日 ○ 理事退任　工藤千里

年　月　日 記 事
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（３）役 職 員       
 

イ 役職員数 
理   事 監   事 職   員 計 

１５（１１） ３（２） ５５ ７３（１３） 
（注） （  ）内は非常勤の理事、監事数を表す。 

 
ロ 役  員 

役 職 名      氏 名        現 職 理 事 就 任 月 日            備考 

会 長 理 事      関 根 浩 一 

理事 
平成２９年 ７月 １日 
会長 
平成２９年 ７月 ３日 

常 勤 

副会長理事      三 浦 廣 巳 

理事 
平成２５年１１月２６日 
副会長 
平成２５年１１月２６日 

非常勤 県商工会議所連合会会長 

常 務 理 事      工 藤 千 里 

理事 
平成２８年 ４月 １日 
常務 
平成２８年 ４月 １日 

常 勤 

理 事      田 中 一 博 平成２４年 ４月 １日 常 勤 

理   事 伊 藤 登志雄 平成２８年 ４月 １日 常 勤 

理   事 伊  東  冨  男 平成２３年 ６月１７日 非常勤 県信用金庫協会会長 

理 事      奥 田 峰 利 平成２８年 ７月１５日 非常勤 商工組合中央金庫秋田支店長 

理 事      北 林 貞 男 平成２１年 ６月２３日 非常勤 県信用組合理事長 

理 事      斉  藤  永  吉 平成２０年 ６月２７日 非常勤 北都銀行頭取 

理 事      佐々木 哲 男 平成２７年 ２月１７日 非常勤 県町村会会長 

理 事      藤 澤 正 義 平成２６年 ６月１１日 非常勤 県中小企業団体中央会会長 

理 事      穂 積    志 平成２１年 ５月１５日 非常勤 県市長会会長 

理 事      水 澤   聡 平成２９年 ４月１７日 非常勤 県産業労働部長 

理 事      湊 屋 隆 夫 平成２５年 ６月２７日 非常勤 秋田銀行代表取締役会長 

理 事      村  岡  淑  郎 平成１０年 ５月２７日 非常勤 県商工会連合会会長 

監 事       木 村   寿 平成２８年 ４月 １日 常 勤  

監 事      長谷部  弘  輝 平成１８年１０月 １日 非常勤 税理士 

監 事      古 谷   薫 平成２６年１０月 １日 非常勤 弁護士 
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（４）事 務 所 
 

名 称        開 設 年 月 日        所 在 地        備 考       

秋田県信用保証協会 昭和26年 8月 1日           秋田市旭北錦町 1 番 47 号 
（秋田県商工会館内） 

土地 844.69 ㎡ 
建物 1,594 ㎡ 

大 館 支 所  昭和28年 4月27日           大館市字三の丸 90 番地 土地 349.28 ㎡ 
建物 215.35 ㎡ 

能 代 支 所  昭和38年 2月 1日           能代市上町 6 番 28 号 土地 223.14 ㎡ 
建物 191.47 ㎡ 

本 荘 支 所  昭和40年 7月 1日           由利本荘市肴町 66 番地 4 土地 347.39 ㎡ 
建物 177.39 ㎡ 

大 曲 支 所  昭和30年 8月 1日           大仙市大曲浜町 2 番 2 号 土地 674.04 ㎡ 
建物 274.62 ㎡ 

横手・湯沢支所  平成 15 年 4 月 1 日 横手市神明町 2 番 27 号 
賃借 
土地 669.29 ㎡ 
建物 195.76 ㎡ 
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（５）基本財産

イ　基本財産

ロ　出えん金（累計）

市 町 村

計

金 融 機 関

1,212,792

都 市 銀 行

273,165

地 方 公 共 団 体

8,748,982都 道 府 県

出えん者別

期　別

（単位：千円）

当 期 末

10,847,937 10,847,9370

0

0

当 期 中 増 加 額 当 期 中 減 少 額

6,445,981

前 期 末

6,719,146

0 17,567,083

273,165

17,293,918

（　　　　　　0）

前期末 当期中増加額 当期末

7,414

1,408

0

1,487

9,961,774

28,086

21,176

660

0

（単位：千円）

計

損 害 保 険 会 社

そ の 他 金 融 機 関

地 方 銀 行

第二地方銀行協会加盟行

農 業 協 同 組 合

信 託 銀 行

信 用 協 同 組 合

0

そ の 他

9,997,274

業 者 ・ 業 者 団 体

合　　　　計

0

0 0

0

7,414

9,997,274

0

6600

0

0

0

2,709

646 0

8,748,982

1,212,792

9,961,774

0

2,709

646

0

商工組合中央金庫

0

0 0

0

0

1,487

0

00

長 期 信 用 銀 行

信 用 金 庫

0

0

1,408

21,176

0

0

0

0 28,086

計

区　分

農 林 中 央 金 庫

生 命 保 険 会 社

0

0

0

期　別

基 金

基 金 準 備 金

0

　※上記出えん金（累計）には、過去に金融安定化特別基金（中小企業金融安定化特別保証制度の実施に伴い創設された

基金。平成21年度末をもって廃止。）を造成するために出えんされた額1,880,000千円を含む。

（注）基金準備金の当期中増加欄の（　）には、収支差額変動準備金からの振替額を内数で記載。
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※業者・業者団体のなかには（財）日本共同証券財団からの助成金の拠出（５，６９６千円）が含まれている。

ハ　金融機関等負担金（累計） （単位：千円）

期　別

金 融 機 関

前 期 末 当 期 中 増 加 額 当 期 末
負担者別

長 期 信 用 銀 行

信 用 金 庫

信 用 協 同 組 合

農 業 協 同 組 合

都 市 銀 行

地 方 銀 行

第二地方銀行協会加盟行

信 託 銀 行

業 者 ・ 業 者 団 体

商工組合中央金庫

農 林 中 央 金 庫

生 命 保 険 会 社

損 害 保 険 会 社

そ の 他 金 融 機 関

104,548

680

合 計

31,255

2,117,473

61,336

0

0

303,086

0

0

0

0

0

0

0

5,755

78,756

50

0

19,458

0

303,086

0 104,548

0 680

78,756

50

5,755

0

31,255

2,117,473

61,336

0

19,458

0

2,722,3970

0

0 8,266

2,730,663

8,266

2,730,663 0

2,722,397

0

計

そ の 他
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（６）  業務内容
　

イ　保証の種類　

割引料率
の適用 保証料 保険料

280,000 (概ね) 運転　10年 あり 担　保：必要に応じ
組合  480,000 設備　15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 あり 担　保：必要に応じ
組合  480,000 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：原則不要
中小企業災害復旧資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 0.88 あり 担　保：必要に応じ
組合  480,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県経営安定資金融資保証制度 80,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県
①経営安定資金受注減型 （②、③と合算） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

〃 80,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県
②経営安定資金連倒型 （①、③と合算） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.31％）

〃 80,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県
③消費税増税対応型 （①、②と合算） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

あり 担　保：必要に応じ 一部県

④借換枠（一般） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

秋田県セーフティネット保証制度 80,000 あり 担　保：必要に応じ
①経営安定資金受注減型 （②、④、⑤と合算） （1） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 80,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県
②経営安定資金連倒型 （①、④、⑤と合算） （1） 保証人：原則法人代表者のみ （0.50%超の部分）

〃 50,000 あり 担　保：必要に応じ
③経営安定資金金融破綻型 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 200,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県

④緊急経済対策枠 （①、②、⑤と合算） （1） 保証人：原則法人代表者のみ （0.28%超の部分）

〃 80,000 あり 担　保：必要に応じ

⑤消費税増税対応型 （①、②、④と合算） （1） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ

⑥借換枠（一般） （1） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田市中小企業振興資金保証制度 あり 担　保：必要に応じ
緊急経営支援資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

50,000 1.23 あり 担　保：原則必要
組合  100,000 又は1.07 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

海外 200,000 1.23 あり 担　保：必要に応じ
投資 組合  400,000 又は1.07 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県新事業展開資金融資保証制度 あり 担　保：必要に応じ 一部県
事業 事業革新資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ (0.60%超の部分）
転換 秋田県セーフティネット新事業支援保証制度 あり 担　保：必要に応じ 一部県

事業革新資金 （1） 保証人：原則法人代表者のみ （0.70%超の部分）

運転 5年 あり 担　保：必要に応じ

設備 7年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県経営安定資金融資保証制度 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ 一部県

経営力強化枠 設備 7年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

秋田県経営安定資金融資保証制度 あり 担　保：必要に応じ 一部県

借換枠（経営力強化） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.40％）

秋田県経営安定資金融資保証制度 商工会議所、商工会連合会等から推薦を受けたもの 運転・設備 50,000 あり 担　保：必要に応じ 一部県

特別改善枠 再生支援協議会から推薦を受けたもの 運転・設備 80,000 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

秋田県セーフティネット保証制度 商工会議所、商工会連合会等から推薦を受けたもの 運転・設備 50,000 あり 担　保：必要に応じ

特別改善枠 再生支援協議会から推薦を受けたもの 運転・設備 80,000 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

新事業開拓資金融資保証制度 200,000 1.23 あり 担　保：必要に応じ
新事業開拓保証 組合 　 400,000 又は1.07 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 300,000 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ
特定新技術事業活動関連保証 組合 　 600,000 設備 7年 （1）（2） 保証人：必要に応じ

〃 300,000 運転 5年 1.23 あり 担　保：必要に応じ
経営革新関連保証 組合 　 600,000 設備 7年 又は1.07 （1）（2） 保証人：必要に応じ

〃 400,000 運転 5年 1.23 あり 担　保：必要に応じ
組合  　600,000 設備 7年 又は1.07 （1）（2） 保証人：必要に応じ

880,000 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ
組合　1,280,000 設備 7年 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

200,000 1.23 あり 担　保：必要に応じ
組合　  400,000 又は1.07 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県再生可能エネルギー関連融資保証制度 あり 担　保：必要に応じ

再生可能エネルギー設備資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 　 あり 担　保：必要に応じ 一部県

再生可能エネルギー導入支援資金 　 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

県

県1.90～0.45

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事
業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業
者

運転･設備 280,000

エネルギー対策保証制度

設備

設備

運転・設備

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

中小企業振興資金災害復旧資金またはセーフティネット資金緊急
経済対策枠の残高があり、金融機関及び認定経営革新等支援機関
の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進
捗の報告を行う中小企業者

運転･設備

エ

ネ

ル

ギ

ー
280,000 15年運転･設備

2.00～0.45

1.07

新

事

業

開

拓

体質
強化

12年

経営力強化保証制度

異分野連携新事業分野開拓関連保証

エネルギー対策保険の要件を具備する中小企業者

運転･設備

10年

15年

再生可能エネルギーに係る発電設備を設置し、主として発電事業を
行う中小企業者

再生可能エネルギーに係る発電設備を設置し、主として発電事業を
行う中小企業者

15年

200,000

対 象

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

中小企業等経営強化法の要件を具備する等で商工会等から認定を
受けた中小企業者

新事業開拓保険の要件を具備する中小企業者

種 類 （ 制 度 名 ）

激甚災害復旧融資保証制度

経営安定関連融資保証制度

　　普　通　保　証

経

営

安

定

関

連

災害
秋田県中小企業振興資金融資保証制度

公害防止融資保証制度

異分野連携新事業分野開拓関連特別保証制度

備 考担保又は
保証人の

保証の徴求 借入金

保証限度額
（千円）

保証料率（年率%）

損失補償
補給金

その他
保証期間資金使途

倒産企業に対して売掛債権等を50万円以上有するもの

売上の減少等、業況悪化につき商工会等の認定を受けた中小企業

運転･設備

売上の減少等、業況悪化につき商工会等の認定を受けた中小企業

消費税増税後、売上の減少等の業況悪化につき商工会等の認定を
受けた中小企業

破綻金融機関等と取引のあるもの

中小企業等経営強化法の要件を具備する等で商工会等から認定を
受けた中小企業

運転・設備

運転･設備

秋田県内に店舗、工場、営業所等を有する中小企業者であって、平
成29年7月22日からの大雨による直接的又は間接的な被害を受け
た中小企業者

運転･設備

公害防止保険の要件を具備する中小企業者

海外投資関係保険の要件を具備する中小企業者

運転・設備

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

公害
防止

海外投資関係資金融資保証制度

市

県

30,000

10年

7年

運転･設備

運転･設備 10年

県

10年

10年

10年

30,000

10年

1.80～0.35

10年

0.83

10年 1.90～0.45 県

県

県

10年

中小企業信用保険法第２条第５項第５号の認定および業況悪化に
つき商工会等の認定を受けた特定中小企業者

10年

運転・設備 10年

運転・設備

保険法に基づく経営安定関連の要件を具備する中小企業者

倒産企業に対して売掛債権等を50万円以上有するもの

消費税増税後、売上の減少等の業況悪化につき商工会等の認定を
受けた中小企業

運転・設備

運転・設備

運転・設備

県内で事業を営む中小企業者

運転･設備

運転・設備

運転・設備

運転・設備激甚災害の指定を受けた地域の罹災中小企業者 10年

県

運転･設備

運転･設備

12年

1.90～0.45

0.88

1.90～0.45

1.90～0.45

1.23～0.68

1.90～0.45

0.88

0.88

0.88

0.88

1.90～0.45

0.88

運転・設備 10年

10年

運転･設備

1.44～1.07

280,000 2.00～0.4510年

0.88

200,000

中小企業振興資金災害復旧資金またはセーフティネット資金緊急
経済対策枠の残高があり、適切な事業計画を有している中小企業
者

200,000

1.90～0.45200,000

倒産事業者との取引が全取引額の20％以上ある等で経営に支障が
生じている中小企業

中小企業振興資金災害復旧資金またはセーフティネット資金緊急
経済対策枠の残高があり、適切な事業計画を有している中小企業
者

運転･設備 280,000 10年 1.90～0.45

1.75～0.45

0.88

10年

運転･設備 280,000

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事
業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業
者

運転･設備

災害によって事務所等が罹災した中小企業者 運転・設備 10,000 10年 1.90～0.45 県

秋田県中小企業災害復旧資金29大雨災害特別資金保証制度
あり
（1）

担　保：原則不要
保証人：原則法人代表者のみ

10年
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割引料率
の適用 保証料 保険料

対 象種 類 （ 制 度 名 ）
備 考担保又は

保証人の
保証の徴求 借入金

保証限度額
（千円）

保証料率（年率%）

損失補償
補給金

その他
保証期間資金使途

企業 異なる二者以上の中小企業者等が連携して商品開発等を行う あり 担　保：必要に応じ 一部県

連携 など、一定の要件を具備する中小企業者 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （0.60%超の部分）

当座 あり 担　保：5千万円超原則必要

貸越 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：原則不要

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

業歴1年以上、従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)、 あり 担　保：原則不要

最近2年間の決算で一定の要件を具備する小規模業者 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

労働力 280,000 0.99 あり 担　保：必要に応じ
確　保 組合　  480,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

中小小売商業関連保証制度 280,000 0.99 あり 担　保：必要に応じ
小売 中小小売商業関連保証 組合 　 480,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ
商業 〃 1.34 あり 担　保：必要に応じ

商店街整備等支援関連保証 又は1.07 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ
中堅 運転 5年 無担保 0.65 なし 担　保：1億超要
企業 設備 7年 有担保 0.75 　 保証人：原則法人代表者のみ

創業・創業等関連保証制度 10,000 あり 担　保：不要
①創業関連保証 （②と合算） （1） 保証人：法人代表者のみ

〃 10,000 あり 担　保：不要
②再挑戦支援保証 （①と合算） （1） 保証人：法人代表者のみ

〃 あり 担　保：不要
③創業等関連保証 （1） 保証人：法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ

（1） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：不要 県
（1） 保証人：原則法人代表者のみ （0.18%）
あり 担　保：必要に応じ

新分野進出資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ
0.88 あり 担　保：不要

又は0.76 （1）（2） 保証人：不要
あり 担　保：不要
（1） 保証人：原則法人代表者のみ

200,000 あり 担　保：流動資産
（80％の割合保証） （1） 保証人：法人代表者のみ

100,000 あり 担　保：流動資産
流動資産担保資金 （80％の割合保証） （1） 保証人：法人代表者のみ

200,000 あり 担　保：売掛債権

（80％の割合保証） （1） 保証人：法人代表者のみ

280,000 運転 10年 あり 担　保：必要に応じ

設備 15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

200,000 あり 担　保：必要に応じ

（1） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000
組合　 480,000 3年

（80％の割合保証）
280,000 0.80 あり 担　保：必要に応じ

組合　 480,000 又は1.0 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県再建企業特別融資保証 あり 担　保：必要に応じ 一部県

事業再生資金 （2） 保証人：原則法人代表者のみ （1.20%超の部分）

〃 あり 担　保：原則不要 一部県
再起支援資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （0.18%）

一括 1,000,000 あり 担　保：必要に応じ
支払 （70％の割合保証） （2） 保証人：不要

一般　20,000 一般 5年 1.90～0.60 あり 担　保：必要に応じ
小口   5,000 小口 10年 2.20～0.70 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：不要
（1） 保証人：不要
あり 担　保：原則不要

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県中小企業振興資金融資保証制度 運転 7年 あり 担　保：必要に応じ 一部県
小規模事業振興資金 設備 10年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （0.45又は0.50%超の部分）

運転 7年 あり 担　保：原則不要 一部県

設備 10年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （0.50%超の部分）

あり 担　保：必要に応じ

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：原則不要

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

運転･設備 50,000 10年 1.90～0.45 県

業歴3年以上、与信取引６ｶ月以上、ＣＲＤスコアリングが基準以上等
の要件を具備する中小企業者

当座貸越（貸付専用型）根保証制度

運転･設備 3,000 2年 1.62～0.39

運転･設備

280,000

事業者カードローン当座貸越根保証制度
業歴3年以上、与信取引6ヶ月以上、ＣＲＤスコアリングが基準以上
等の要件を具備する中小企業者カード

ローン
小規模企業者カードローン当座貸越根保証制度

破綻金融機関等と取引のある中堅企業

中小小売商業者の近代化を支援する公益法人

中小小売商業振興法の要件を具備する中小企業者

労働力確保法の要件を具備する中小企業者

在庫、売掛債権等の流動資産を担保として活用する中小企業者

在庫、売掛債権等の流動資産を担保として活用する中小企業者

市町村中小企業創業資金保証制度

事業再生計画実施関連保証 認定支援機関の支援のもと事業再生を行う中小企業者

一括決済方式による資金調達を行う中小企業者一括支払契約保証制度

当該市町村で1年以上の営業実績があり市町村民税を完納している
中小企業者

産業競争力強化法に定める創業者

法的な再建手続を行う中小企業者であって、事業の再建に合理的
な見通しが認められるもの

産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣から認定支援機関とさ
れた商工会等

流動資産担保融資保証制度

秋田県中小企業連携支援融資保証制度

小

口

特別小口保険の要件を具備する小規模企業者

特定認証紛争解決事業者、中小企業再生支援協議会等の関与す
る私的整理手続き中の中小企業者

流動
資産

従業員20人以下（商業・ｻｰﾋﾞｽ業5人以下）で、保証付融資残高の
合計が12,500千円以内となる小規模企業者

従業員20人以下（商業・ｻｰﾋﾞｽ業5人以下）で、保証付融資残高の
合計が12,500千円以内となる小規模企業者

従業員20人以下（商業・ｻｰﾋﾞｽ業5人以下）の小規模企業者

秋田県中小企業振興資金保証制度

市町村小口零細企業保証制度

事

業

再

生

無担保無保証人小口資金保証制度

特定中小企業再生支援関連保証制度

秋田県小口零細企業保証制度

市町村中小企業振興資金保証制度

小口零細企業保証制度

労働力確保関連保証制度

中小企業等経営強化法に定める創業者または新規中小企業者

下請振興関連保証制度

事業再生保証制度

中堅企業特別保証制度

親事業者に対する売掛債権を保有し、下請中小企業振興法に定め
る振興事業を実施する中小企業者

秋田県創業支援融資保証制度 県内で新たに事業をおこなおうとするもの

産業競争力強化法に定める認定連携創業支援事業を実施する一
般社団法人等

法的な再建手続を行う中小企業者であって、事業の再建に合理的
な見通しが認められるもの

従業員20人以下（商業・ｻｰﾋﾞｽ業5人以下）で、保証付融資残高の
合計が12,500千円以内となる小規模企業者

産業競争力強化法に定める再挑戦者

産業競争力強化法に定める再挑戦者

運転

運転･設備

1町 市町村

5年～10年

2.20～0.50

担　保：必要に応じ
保証人：原則法人代表者のみ

あり
(1)

県

市町村

県

10年 2.20～0.50

県0.88

2.20～0.50

5年～15年

1年

0.88

運転･設備

運転・設備

運転･設備

運転･設備

運転

運転・設備

運転・設備

運転･設備

運転・設備

運転・設備

運転・設備

運転・設備

運転・設備

運転･設備

12,500

運転･設備

5,000～12,500

5,000～30,000

12,500

12,500

12,500

10年10,000

10,000

10年

7年

25,000

1年

1年

1年

20,000

500,000

10年

280,000

10年

10年

2年

10年

2年

10年

0.88

0.88

1.62～0.39

1.62～0.39

2.20～0.50

1.90～0.45

0.88

1.90～0.45

予約 予約保証制度 業歴等国の定める一定の要件に合致する中小企業者 運転･設備

運転・設備

運転･設備

運転・設備

1年

設備

10年 0.88

1.07

15,000

設備

5,000 10年

15年

2.20

運転・設備

運転・設備

運転･設備

1.90～0.45

運転･設備

2.20

0.68

100,000

280,000

0.56

10年

1.76

10年

1.15

0.68運転・設備

事業再生円滑化関連保証

創

業

秋田市中小企業振興資金保証制度
秋田市で新たに分社化しようとする中小企業者 設備 10,000 10年

運転･設備各市町村で事業を行うもので、産業競争力強化法に定める創業者

連携創業支援関連保証制度

秋田市を主たる事業所とする創業５年未満の小規模事業者

市

秋田市無担保無保証人保証制度

10年 0.88 市町村

市

秋田市ほか
24制度

秋田市ほか
20制度

鹿角市ほか
5制度
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割引料率
の適用 保証料 保険料

対 象種 類 （ 制 度 名 ）
備 考担保又は

保証人の
保証の徴求 借入金

保証限度額
（千円）

保証料率（年率%）

損失補償
補給金

その他
保証期間資金使途

秋田市中小企業振興資金保証制度 50,000 あり 担　保：必要に応じ
設備近代化資金 組合 　 100,000 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 あり 担　保：必要に応じ
商店街空き店舗等利用資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 あり 担　保：必要に応じ
商業施設整備資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ
（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ  
（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

運転 5～15年 あり 担　保：必要に応じ

設備 5～20年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

135,000 あり 担　保：必要に応じ
組合 　 255,000 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田県中小企業振興資金融資保証制度 100,000 運転 7年 あり 担　保：必要に応じ 一部県
①一般資金固定金利型 （②と合算） 設備 10年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

〃 100,000 運転 10年 あり 担　保：必要に応じ 一部県
②一般資金変動金利型 （①と合算） 設備 15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （最大0.30％）

1.80～0.35 あり 担　保：必要に応じ

又は0.78 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ
（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

中小企業経営革新関連保証制度 280,000 運転 5年 0.88 あり 担　保：必要に応じ
経営革新関連保証 組合　  480,000 設備 7年 又は0.76 （1） 保証人：必要に応じ

880,000 運転 5年 1.07～0.76 あり 担　保：必要に応じ
組合　1,680,000 設備 7年 又は0.76 （1） 保証人：必要に応じ

中心市街地活性化関連保証制度 280,000 0.88 あり 担　保：必要に応じ
組合　  480,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

　 〃 0.88 あり 担　保：必要に応じ
又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田市中心市街地出店促進資金保証 50,000 あり 担　保：必要に応じ

設備近代化資金 組合　  100,000 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 あり 担　保：必要に応じ

空き店舗利用資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 担　保：必要に応じ
ｾｰﾌﾃｨ6号認定の場合 保証人：原則法人代表者のみ

380,000
組合  　480,000

(概ね) 運転　10年 あり 担　保：必要に応じ
設備　15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 担　保：必要に応じ
ｾｰﾌﾃｨ6号認定の場合 保証人：原則法人代表者のみ

380,000
組合 　 480,000

(概ね) 運転　10年 あり 担　保：必要に応じ

設備　15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

300,000 1.35 あり 担　保：必要に応じ
組合　　600,000 又は1.07 （1）（2） 保証人：必要に応じ

280,000 1.35 あり 担　保：必要に応じ

 組合　　480,000 又は0.76 （1） 保証人：必要に応じ
200,000 あり 担　保：必要に応じ

（80％の割合保証） （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

880,000 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ

組合　1,280,000 設備 7年 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 0.88 あり 担　保：必要に応じ

組合　　480,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 0.88 あり 担　保：必要に応じ

組合　400,000 又は0.76 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

20年

運転･設備

秋田市中心市街地活性化基本計画の区域内の空き店舗を利用し
て出店する県内中小企業者

長

期

経営相談付長期設備資金保証
県内で1年以上事業を営む中小企業者であって、専門家による経営
相談を受けられる者

運転･設備 20,000～280,000

大館市で1年以上事業を営み、市税を完納している中小企業者

　　中心市街地商業等活性化支援関連保証

県内で1年以上事業を営む中小企業者

県内で1年以上事業を営む中小企業者

県内で1年以上事業を営む中小企業者

経営力向上関連保証制度

共同施設設置事業等を行う組合等

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

中小企業等経営強化法の要件を具備する中小企業者

運転･設備

運転･設備

運転・設備

運転・設備

経営安定関連保証、中小企業金融安定化特別保証を一般保証に
より借換するもの

運転・設備

景気対応緊急保証等を経営安定関連保証により借換するもの

運転・設備

中心市街地整備改善活性化法の要件を具備する中小企業者

経営安定関連保証、中小企業金融安定化特別保証を経営安定関
連保証により借換するもの

運転県内で1年以上事業を営む中小企業者

中心市街地整備改善活性化法の要件を具備する特定会社、公益
法人

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の要件を具備
する中小企業者

返済条件の緩和を行っている保証付き借入金の全部または一部に
ついて借換えするもの

店舗近代化を行う中小企業者

空店舗の活用を行う中小企業者

地域経済牽引支援関連保証制度

特定信用状関連保証制度

流通業務総合効率化関連特例保証制度

周辺地域整備関連保証制度

長期安定資金保証制度

長期経営資金保証制度

設

備

由利本荘市中小企業振興資金特例保証制度

大館市中小企業機械類設備資金融資
保証制度

業歴3年以上、与信取引1年以上、最近2年間の決算で利益計上、
債務超過でない等の用件後具備する中小企業者

秋田市中心市街地活性化基本計画の区域内に出店、又は同区域
内の店舗を新築若しくは改築する県内中小企業者

借換保証制度

地域産業資源活用事業関連保証制度

産業競争力強化法に定める特定信用状を発行する中小企業者

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する
法律に定める中小企業者

中心市街地商業等活性化関連保証

季節 季節資金保証制度

そ

の

他

①

市

運転･設備

市

市

10年

設備

5,000

1.90～0.4550,000

設備 10年 1.90～0.45

設備

運転･設備

運転･設備

50,000 1.90～0.45

560,000

15年組合　　500,000

5年

一般保証の枠内

一般保証の枠内

一般保証の枠内

1年

3年以上

1.90～0.45

1.90～0.45

10年

10年

15年

2.20～0.50
又は

1.90～0.45

1.90～0.4515年

市

市

設備

10年

1.90～0.45

1.90～0.45

市

1.90～0.45

1.90～0.45

1.90～0.45

1.90～0.45

1.90～0.45

市

10年 1.90～0.45

運転･設備

10年

由利本荘市で1年以上事業を営み、市税を完納している中小企業
者

設備 10,000

200,000

設備

15年

景気対応緊急保証等を一般保証により借換するもの

運転・設備

運転･設備

経済産業大臣の承認を受けた連携支援計画に従って連携支援事
業を行う一般社団法人、一般社団法人であって中小企業信用保険
法上の中小企業者と認められるもの

発電用施設周辺整備法の要件を具備する中小企業者

運転・設備

あり
（1）

1.90～0.45

（既往借換のみの場合、既往
分に比し中小企業者に不利に
ならないもの）

（既往借換のみの場合、既往
分に比し中小企業者に不利に
ならないもの）

運転・設備 10年
2.20～0.50

又は
1.90～0.45

10年

あり
（1）

1.90～0.45

1年

運転・設備

1.23～0.68

運転

設備

運転・設備

30,000

280,000 15年 1.07
あり
（1）

担　保：必要に応じ
保証人：原則法人代表者のみ

地域産業集積関連保証制度
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化
に関する法律に定める中小企業者

運転・設備 15年

地域経済牽引事業関連保証制度
県知事の承認を受けた地域牽引事業計画に従って地域経済牽引
事業を行うための措置を行う中小企業者

運転・設備 15年
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割引料率
の適用 保証料 保険料

対 象種 類 （ 制 度 名 ）
備 考担保又は

保証人の
保証の徴求 借入金

保証限度額
（千円）

保証料率（年率%）

損失補償
補給金

その他
保証期間資金使途

農商工等連携関連保証制度 880,000 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ

農商工等連携事業関連保証 　　　　　組合　1,280,000 設備 7年 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

〃 運転 5年 あり 担　保：必要に応じ

農商工等連携支援事業関連保証 設備 7年 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田市中小企業振興資金保証制度 あり 担　保：必要に応じ
農商工連携促進資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

秋田市中小企業振興資金保証制度 あり 担　保：必要に応じ
新商品等開発資金 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 あり 担　保：必要に応じ
組合　　480,000 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

運転 10年 あり 担　保：必要に応じ

設備 15年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

運転 5年 あり 担　保：必要に応じ
設備 7年 （1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ 一部県
（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ （0.60又は0.70%超の部分）

280,000 あり 担　保：必要に応じ

組合　　480,000 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

25,000 あり 担　保：必要に応じ 県

（80％の割合保証） （1） 保証人：原則法人代表者のみ （0.28%）

280,000 あり 担　保：必要に応じ

組合　　480,000 （1） 保証人：原則法人代表者のみ

あり 担　保：必要に応じ

（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

450,000 あり 担　保：２億円超必要
（80％の割合保証） （1）（2） 保証人：不要

あり 担　保：原則不要
（1）（2） 保証人：原則法人代表者のみ

280,000 運転 3年 あり 担　保：必要に応じ

組合　　480,000 設備 5年 （1）（2） 保証人：不要

※ 保証料率については、貸付金額に対する保証料率を記載。なお、経営安定関連特例を利用する際の保証料率は0.88％、但し、小口零細企業保証制度（自治体制度含）を除く７号～８号認定案件については0.76％。
※ 「割引料率の適用」欄については、割引の有無を記載。また、割引内容については「（6）業務内容　ロ　保証料率等」欄の定性要因割引に係る項目番号を記載。

商工貯蓄共済の加入者

事業の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を行うもの

中小企業承継事業再生関連保証制度

経営承継関連保証制度

認定農商工等連携支援事業計画に従って農商工等連携支援事業
を実施する公益法人

商工貯蓄共済融資特別保証制度

農林漁業者と連携し、新商品開発、商品化をしようとする中小企業
者

中小企業経営承継円滑化法の規定による経済産業大臣の認定を
受けた中小企業者

追認保証

東日本大震災復興緊急保証制度

風俗営業飲食業保証制度

市

市

秋田県中小企業アグリサポート資金融資保証制度

県内で1年以上事業を営む中小企業者

根保証

平成23年東北地方太平洋沖地震により損害を受けたことなどについ
て、市町村等の証明を受けた中小企業者

運転・設備

秋田県事業承継資金融資保証制度

運転・設備

継続型短期融資保証

次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者
①申込金融機関からのプロパー借入があるもの
②直近決算において経常利益を計上している法人または直近確定
申告における申告所得金額が200万円以上の個人事業主

運転・設備

商店街活性化事業関連保証

新商品開発、商品化をしようとする中小企業者 運転・設備

1.90～0.45

県内で事業を営む中小企業者で原則として1年以上引続き同一事
業を経営しているもの

運転･設備

風俗営業の許可を有することなど一定の要件を具備する中小企業
者

運転・設備

担　保：必要に応じ
保証人：原則法人代表者のみ

280,000

280,000

1.90～0.4520,000

280,000

30,000

運転・設備 30,000

10年

10年

1.90～0.45

認定農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施す
る中小企業者

農林漁業分野に進出しているか、その計画を有する中小企業者 10年 0.88

1.90～0.45

運転・設備

商店街活性化支援事業計画に従って商店街活性化支援事業を行う
一般社団法人等中小企業者とみなされるもの

10年運転・設備

商店街活性化事業計画に従って商店街活性化事業を行う商店街振
興組合等又はその組合員若しくは所属員たる中小企業者

産業活力再生特別措置法に定める中小企業者

運転・設備

県

50,000 県

0.76

1.07

運転・設備

1.90～0.4510年

10年

80,000
組合　　150,000

1.90～0.45

運転・設備

1.07～0.68

1.07

10年

運転・設備

運転・設備 10年

小規模事業者支援関連保証制度 運転・設備

1.90～0.393年

7年

7年

運転

運転

運転･設備

あり
（1）（2）

純資産額等の一定の要件を具備する中小企業者

あり
（2）

10年 1.90～0.45

担　保：必要に応じ
保証人：原則法人代表者のみ

10年 1.15

運転・設備 1.90～0.45

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に
規定する認定発達支援計画等に係る事業を実施する一般社団法人
等

280,000

経営者保証ガイドライン対応保証
法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていることなど一
定の要件を具備する中小企業者

20,000

1.90～0.45

1.90～0.45

担　保：必要に応じ
保証人：原則法人代表者のみ

そ

の

他

②

1,000～50,000 1年 1.80～0.30
あり

（1）（2）

12,500

中小企業特定社債保証制度

0.70
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ロ　保証料率等

 （単位 ： 年率％）

料　　率

区　　分 最　　高 最　　低

責任共有保証料率：１．９０％～０．４５％

(責任共有特殊保証料率：１．６２％～０．３９％)

責任共有外保証料率：２．２０％～０．５０％

(責任共有外特殊保証料率：１．８７％～０．４３％)

但し、以下の定性要因により、割り引いた料率を適用。

（１）会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書

　類の提出を当該中小企業者から受けた場合、　０.１％を割り

　引いた料率を適用。

（２）担保の提供がある場合は、０.１％を割り引いた料率を適用。

調 査 料

延 滞 保 証 料 3.65 3.65 3.65

損 害 金 14.0 平成18年9月1日から適用

基　　　　本
特　　　　別

平　　均 備　　　　考

保 証 料 2.20 0.19 0.97
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（ ） （ ）

( ) （ )

( ) （ )

（注）保証債務、所定期限経過債務及び求償権における（　）内は、それぞれの前期末残高との比較増減を

　　　記載している。

△ 215

924

△ 17

231
求 償 権

金　　　　　　額件　　　　　　数

74,448

302

8,137

33

3,451

74,179

186

83,772

200,370

32

△ 12,731

△ 1

3,314

78

区 分

27,652

419

4

432

0

△ 617

2

8,109

回 収

保 証 申 込

保 証 申 込 取 消

保 証 承 諾

所定期限経過債務

保 証 債 務

8,329

20

(７)　信用保証業務の状況

求 償 権 償 却

イ　概　　　況

保 証 後 取 消

（単位：百万円）

償 還

代 位 弁 済
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0

0

信 用 金 庫

金 額

（単位：百万円）

区 分 件 数

112

0

74,179

0

0

8,109

0

0

36320

0

0

0

0

0

279

62,303

1,038

0

0

2,807

7,389

382

1,287

6,298

都 市 銀 行

地 方 銀 行

ロ　保 証 承 諾

信 用 協 同 組 合

(イ)　金融機関別保証承諾

10

農 業 協 同 組 合

第二地方銀行協会加盟行

労 働 金 庫

生 命 保 険 会 社

信 託 銀 行

長 期 信 用 銀 行

商工組合中央金庫

そ の 他

（注）信用金庫、信用協同組合、農業協同組合及び労働金庫には、それぞれの連合会を含む。

損 害 保 険 会 社

計
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50,000万円超

100万円以下

計

2,000万円超

3,000万円超

5,000万円超

6,000万円超

300万円超

500万円超

1,000万円超

1,500万円超

300万円以下

500万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

2,000万円以下

区　　　　　　分

200万円以下100万円超

942

1,763

1,259

994

0

0

0

74,179

金　　　　額件　　　数

1,460

812

2,372

2,725

1,476

0

13,636

5,504

7,898

13,950

9,074

9,540

3,027200万円超

8,109

0

0

0

0

30,000万円以下

40,000万円以下

50,000万円以下

1,051

1,214

1,623

7,000万円以下

25

12

587

721

330

225

20,000万円以下

20,000万円超

7,000万円超

6,000万円以下

3,000万円以下

5,000万円以下

8,000万円以下

（単位：百万円）(ロ)　金額別保証承諾

30,000万円超

40,000万円超

30

28

10

8,000万円超

10,000万円超

10,000万円以下
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　3月以内

　3月超 6月以内

　6月超 1年以内

　1年超 2年以内

　2年超 3年以内

　3年超 4年以内

　4年超 5年以内

　5年超 7年以内

　7年超 10年以内

　10年超

（単位：百万円）(ハ)　期間別保証承諾

(ニ)　資金使途別保証承諾

計 8,109 74,179

運 転 資 金 7,249 67,822

そ の 他 0 0

区　　　分 件　　　数 金　　　　額

設 備 資 金 860 6,357

107 4,237

計 8,109 74,179

（単位：百万円）

961 4,993

1,113 9,526

1,860 23,661

10,392

1,529 6,595

324 1,036

133 392

区　　　分 件　　　数 金　　　　額

499 4,962

692 8,385

891
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(ホ)　保証種類別保証承諾

追 認 0 0

根 保 証 7 110

社 債 引 受 保 証 2 104

合 計 8,109 74,179

そ の 他 849 10,905

計 7,375 58,746

季 節 0 0

手 形 割 引 16 77

長 期 861 11,438

輸 出 0 0

小 口 3,766 25,564

設 備 21 98

事 業 再 生 0 0

一 括 支 払 契 約

予 約

経 営 力 強 化 43 1,182

0

0

創 業 等 148 610

流動資産担保融資 46 912

小 売 商 業 0 0

中 堅 企 業 0 0

カ ー ド ロ ー ン 1,453 4,294

労 働 力 確 保 0 0

省 エ ネ 10 125

当 座 貸 越 124 2,968

特 定 地 域 0 0

新 事 業 開 拓 0 0

国 際 経 済 0 0

体 質 強 化 0 0

輸 出 関 連 0 0

事 業 転 換 2 30

公 害 防 止 0 0

海 外 投 資 0 0

災 害 31 334

経 営 安 定 関 連 5 210

普 通 保 証 732 15,329

特 別 保 証

（単位：百万円）

区　　分 件　　数 金　　　　額

0

0



- 20 -

合 計 8,109 74,179

(へ)　本所、支所別保証承諾

横 手 ・ 湯 沢 支 所 1,637 14,675

計 5,277 45,950

本 荘 支 所 849 6,048

所

大 曲 支 所 1,048 9,736

大 館 支 所 1,086 10,392

支 能 代 支 所 657 5,100

（単位：百万円）

区 分 件　　　　　　数 金　　　　　　　額

本 所 2,832 28,229
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ハ　代 位 弁 済

(イ)　保証承諾年度別代位弁済

２９ 年 度

２８ 年 度

２７ 年 度

２６ 年 度

２５ 年 度

２４ 年 度

２３ 年度以前

（単位：千円）

305,324

336,494

321,507

517,558

1,420,795

44

153,241

259,370

金　　　　額

48

40

36

192

3,314,289419計

保証承諾年度
件　　　数

区　　分

14

45
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3,314,289計

0 0

0

0

信 託 銀 行

63,183

2,410,130

55,652

0

0

0

0

金　　　　額

0

0

590,837

194,487

0

00

0

67

35

0

そ の 他

（単位：千円）

損 害 保 険 会 社

0

労 働 金 庫

生 命 保 険 会 社

0

都 市 銀 行

地 方 銀 行

3

308

6

0

件　　　数区　　　分

第二地方銀行協会加盟行

419

長 期 信 用 銀 行

信 用 金 庫

農 業 協 同 組 合

商工組合中央金庫

信 用 協 同 組 合

日本政策金融公庫

（注）信用金庫、信用協同組合、農業協同組合及び労働金庫には、それぞれの連合会を含む。

(ロ)　金融機関別代位弁済



- 23 -

0

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

74,750

0

30,774

0

0

0

1,006,059

410,445

特 別 保 証

災 害

162,114

金　　　　額件　　　数

80

56

（単位：千円）

普 通 保 証

経 営 安 定 関 連

19

区　　　分

流動資産担保融資

事 業 再 生

輸 出

2

23

中 堅 企 業

創 業 等

0

60,916

41,164

0

0

442,926

0

0

0

0

0

7,331

15,863

2

0

0

0

0

公 害 防 止

海 外 投 資

輸 出 関 連

事 業 転 換

国 際 経 済

体 質 強 化

75

特 定 地 域

0

96

1

0

0

0

0

新 事 業 開 拓

省 エ ネ

追 認

合 計

季 節

長 期

0

0

0

0

3,314,289

400

419

0

社 債 引 受 保 証

設 備

根 保 証 0

一 括 支 払 契 約

予 約

小 口

経 営 力 強 化

当 座 貸 越

カ ー ド ロ ー ン

労 働 力 確 保

小 売 商 業

手 形 割 引

(ハ)　保証種類別代位弁済

そ の 他

計

60

00

0

549,109

0

0

0

512,838

3,152,175
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ニ　回　　　収

２９ 年 度

２８ 年 度

２７ 年 度

２６ 年 度

２５ 年 度

２４ 年 度

２３ 年 度

２２ 年 度

２１ 年 度

２０ 年 度

１９ 年度以前

計

3

保証承諾年度

2

287,212

1

2

0

96,224

35,632

90,603

22,069

27,5050

54,598

16,502

区　　分

0

0 3,016

（単位：千円）

金　　　　額件　　　数

665,57955

(イ)　保証承諾年度別回収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

32,218

4

2

2

39
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２９ 年 度

２８ 年 度

２７ 年 度

２６ 年 度

２５ 年 度

２４ 年 度

２３ 年 度

２２ 年度以前

 

計

3

0

10

2

0

　　フ　　ァ　　ン　　ド　　名

（８） 債権譲受業務の状況

　　組　　 成　　総 　　額

　　出　　　　資　　　　額

　　回　　　　　　　　　収　

　　譲　受　債　権　償　却

　　譲　受　債　権　残　高

（９） 再生ファンド出資業務の状況

区　　　　　　分

　　譲　　 受　　債　　 権　

0

198,698

665,579

122,465

17,150

48,303

32,739

件　　　数 金　　　　額

62,587

5 47,527

136,110

（単位：千円）

55

3

2

30

区　分

代位弁済年度

(ロ)　代位弁済年度別回収　　　　　　　　　　　　　　

（単位:千円）

（単位:千円）

―

金　　　　額

0

0

0

0

件　　数

0

0

0

0
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（単位：円）

2,590,107,517

1,973,671,553

1,274,910

304,086,892

0

4,902,349

14,503,188

5,498,720

275,813,000

10,356,905

経常支出 1,995,142,422

829,006,254

役 職 員 給 与 422,907,852

退 職 給 与引 当金 繰入 35,355,187

そ の 他 人 件 費 75,425,770

旅 費 6,412,325

事 務 費 150,986,916

賃 借 料 15,076,907

動 産 ・ 不 動 産 償 却 16,355,219

信 用 調 査 費 4,349,463

債 権 管 理 費 61,135,699

指 導 普 及 費 21,145,108

負 担 金 19,855,808

0

1,099,245,836

52,193,692

14,696,640

経常収支差額 594,965,095

経常外収入 4,790,918,069

77,041,727

1,282,605,996

375,681,747

3,052,028,599

保 険 金 2,721,539,593

損 失 補 償 補 て ん 金 330,489,006

0

3,560,000

経常外支出 4,970,489,057

3,451,194,448

0

0

1,604,828

1,236,000

1,206,042,083

304,893,168

5,518,530

経常外収支差額 -179,570,988

制度改革促進基金取崩額 　 130,771,455

収支差額変動準備金取崩額 0

当期収支差額 546,165,562

273,000,000

273,165,562

経常収入

保 証 料

金　　　　　　　　　　額

２．収支計算書（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

預 け 金 利 息

有 価 証 券 ・ 配 当 金

事 務 補 助 金

雑 収 入

借 入 金 利 息

責 任 共 有 負 担 金

調 査 料

延 滞 保 証 料

損 害 金

信 用 保 険 料

雑 支 出

責 任 共 有 負 担 金 納 付 金

有 価 証 券 償 却

償 却 求 償 権 回 収 金

責 任 準 備 金 戻 入

雑 勘 定 償 却

退 職 金

求 償 権 償 却 準 備 金 戻 入

求 償 権 補 て ん 金 戻 入

補 助 金

そ の 他 収 入

譲 受 債 権 償 却

基 本 財 産 繰 入 額

業 務 費

 　　　科　　　　　目

責 任 準 備 金 繰 入

求 償 権 償 却 準 備 金 繰 入

そ の 他 支 出

収支差額変動準備金繰入額

求 償 権 償 却
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金 額 金 額

0 17,567,083,298

現 金 0 基 金 10,847,936,681

小 切 手 0 基 金 準 備 金 6,719,146,617

7,266,919,030 0

当 座 預 金 0 4,460,397,216

普 通 預 金 158,648,510 1,206,042,083

通 知 預 金 0 304,893,168

定 期 預 金 7,100,000,000 469,515,533

郵 便 貯 金 8,270,520 4,517,382,322

0 200,369,683,048

18,651,393,337 0

国 債 0 保 険 金 0

地 方 債 13,744,779,697 損 失 補 償 補 て ん 金 0

社 債 4,903,613,640 1,432,000,000

株 式 3,000,000 長 期 借 入 金 0

受 益 証 券 0 （うち　日本政策金融公庫分） 0

0 短 期 借 入 金 0

新 株 予 約 権 0 （うち　日本政策金融公庫分） 0

再 生 フ ァ ン ド 出 資 0 収支差額変動準備金造成資金 1,432,000,000

364,112,554 2,435,389,797

事 業 用 不 動 産 318,780,008 仮 受 金 6,777,763

事 業 用 動 産 45,332,546 保 険 納 付 金 57,319,616

所 有 動 産 ・ 不 動 産 0 損 失 補 償 納 付 金 9,103,133

4,517,382,322 未 経 過 保 証 料 2,354,173,871

200,369,683,048 未 払 保 険 料 2,376,574

923,918,688 未 払 費 用 5,638,840

0

668,977,486

仮 払 金 763,023

保 証 金 0

厚 生 基 金 106,865,000

連 合 会 勘 定 0

未 収 利 息 51,078,065

未 経 過 保 険 料 510,271,398

232,762,386,465 232,762,386,465

（単位：円）

現 金

責 任 準 備 金

収 支 差 額 変 動 準 備 金

保 証 債 務

損 失 補 償 金

譲 受 債 権

そ の 他 の 有 価 証 券

３．貸借対照表（平成３０年３月３１日現在）

基 本 財 産

制 度 改 革 促 進 基 金

動 産 ・ 不 動 産

預 け 金

求 償 権

退 職 給 与 引 当 金

有 価 証 券

金 銭 信 託

求 償 権 償 却 準 備 金

雑 勘 定

損 失 補 償 金 見 返

求 償 権 補 て ん 金

借 入 金

雑 勘 定

合 計合 計

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

科 目 科 目

保 証 債 務 見 返
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科　　　　目 科　　　　目

現 金 責 任 準 備 金

預 け 金 求償権償却準備金

金 銭 信 託 退職給与引 当金

有 価 証 券 損 失 補 償 金

そ の 他 有 価 証 券 0 保 証 債 務

動 産 ・ 不 動 産 求償権補て ん金

損 失 補 償 金 見 返 借 入 金

保 証 債 務 見 返 雑 勘 定

求 償 権

譲 受 債 権 0

雑 勘 定

合 計 合 計

正 味 財 産

0

7,266,919,030

1,206,042,083

232,762,386,465

資　　　　　　　　　　産

668,977,486

金　　　　　額

1,432,000,000

2,435,389,797

4,517,382,322

200,369,683,048

923,918,688

４．財産目録（平成３０年３月３１日現在）

（単位：円）

負　　　　　　　　　　債

0

18,651,393,337

469,515,533

金　　　　　額

304,893,168

0

210,734,905,951

4,517,382,322

200,369,683,048

22,027,480,514

364,112,554
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